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諮問事項（３）公立保育園民営化ガイドラインの作成について  

 

国立市立保育園民営化ガイドライン 

 

１．ガイドラインの理念 

  国立市立保育園の民営化にあたっては、子どもの最善の利益を優先します。 

すなわち、国立市として、何よりも子どもたちが大切にされ、心身ともに豊かに育つことので

きるような保育が民営化後も実施されることを保障するとともに、民営化が結果的に国立市全体

のより良い保育環境の整備につながることを目指します。 

  

２．ガイドラインの目的 

この「国立市立保育園民営化ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）」は、国立市立

保育園の民営化にあたり、移管の基準を定めたものであり、次の 2 点を達成することを目的とし

ています。 

①ガイドラインを市民・保護者・事業者等に広く示すことにより、民営化に対する子どもと保

護者の不安を解消しながら円滑な移管を行うこと。 

②国立市立保育園で積み重ねてきた保育の質を維持･向上することができるような優良事業者

の参入を促すことにより、安定的、継続的な保育園運営を行うこと。 

なお、このガイドラインは、公設公営方式から民設民営方式1への民営化として、市で最初に

実施される国立市立保育園１園の民営化に対して適用するものです。 

 

                                                      

1 「民設民営方式」とは、認可保育園の設置主体及び運営主体が、ともに事業者により行われる形態をいい、民営化に

より、現在の市立保育園の土地（市有地の場合）、建物を事業者に譲渡または貸与し、事業者により管理・運営する

方式です。現在の市立保育園は、「公設公営」方式であり、設置主体及び運営主体がともに市となっています。他の

方式としては、「公設民営」方式があり、設置主体が市で、運営主体が事業者の形態です。 
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３．民営化の進め方 

  市立保育園の民営化の取組にあたっては、以下の点を基本に進めていきます。 

① 市立保育園の民営化にあたっては、保護者の理解と協力が不可欠です。そのため、市は、

保護者への情報提供と説明を十分に行うことにより説明責任を果たすとともに、保護者の

意見・要望を反映させながら実施します。 

② 市立保育園の民営化にあたっては、保育環境が変わることによる子どもたちへの影響を最

小限に抑えるとともに、民営化に対する保護者の不安を解消しながら取り組みます。 

 

４．対象園の公表と説明責任 

市が民営化対象保育園を決定した際には、速やかに市ホームページ等により公表します。 

また、民営化対象保育園の保護者や新たに保育園に入園を希望する保護者に対し、説明会を実

施し、説明責任を果たします。 

 

５．民営化の手法 

（１）方式 

   民営化の方式は、「民設民営」とします。 

（２）運営主体 

設置・運営主体は、認可保育園の運営実績が 6 年以上ある「社会福祉法人2」とします。 

（３）事業者の募集方法 

事業者の募集は、優良な事業者を確保するため、社会福祉法人を対象とした「公募」により

実施することとし、募集期間については、事業者が余裕をもって応募できるよう２か月以上の

期間を設定します。 

                                                      
2 「社会福祉法人」とは、社会福祉法第 22 条において、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定める

ところにより設立された法人をいう。」と規定され、社会福祉法人が行う事業としては、社会福祉事業のほか、公益

事業及び収益事業を行うことができます。また、設立には、役員等に関する要件、資産等に関する要件を満たす必要

があります。 
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また、募集の際には、このガイドラインに沿った募集要項を市が作成し公開します。募集要

項の作成にあたっては、事前に民営化対象保育園の保護者からの意見を伺う機会を設け、出さ

れた意見や要望を最大限考慮します。 

（４）募集条件 

＜運営全般＞ 

① 選定された法人が自ら保育園を運営すること。 

② 移管された土地や建物、備品等は当該保育園における保育以外の目的に使用しないこと。 

③ 移管後は、保護者や地域住民の要望に適切に応じ、地域性を生かした運営に努めること。 

④ 「保育所保育指針3」に基づく保育内容を基本とし、子どもの発達を尊重し支援する保育を

実施すること。 

⑤ 保育所の整備、運営にあたっては、関係法令及び、都・市の指導を遵守すること。 

＜基本的条件＞ 

① 受入月齢及び定員構成を継承すること。 

② 現状と同体制のしょうがい児保育（特別支援保育）を実施すること。 

③ 開所時間、保育時間（延長保育時間を含む。）及び開所日を継承すること。ただし、特別

保育事業等の実施に際し、開所時間等を延長する際はこの限りではない。 

④ 保護者の費用負担に配慮し、市があらかじめ認めた費用（延長保育等の特別保育事業に係

る利用料金）以外の負担を求めないこと。 

⑤ 対象施設の年間行事を原則として継承すること。 

⑥ これまで実施してきた園庭開放、育児相談等の子育て支援・子育て交流事業を継承し、さ

らなる子育て支援事業にも取り組むこと。 

⑦ 苦情対応への体制（苦情解決責任者、受付担当者、第三者委員の設置）を整備すること。 

                                                      
3 「保育所保育指針」とは、厚生労働大臣が定める指針で、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等につい

て定めたものです。保育所における保育内容は、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきものであ

る一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、共通の枠組みが必要です。そのため、この指針において全ての

保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、一定の保育水準を確保するものです。施設設備基準や職員配置基準と相

まって、保育所における保育の質を担保する仕組みとなります。 
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⑧ 自園調理方式4により、保育士、栄養士、調理師と園児が顔の見えるつながりの中で食育に

取り組むとともに、安全・安心な給食を提供すること。また、アレルギーを持つ児童への

対応を丁寧に行うこと。 

⑨ 保護者会など保護者の活動を尊重すること。 

⑩ 移管保育園は、円滑な運営と保育の実施主体である市や市内の他の認可保育園との連携・

情報共有等のため、公私立合同園長会及び私立園長会に参加すること。 

 ＜職員配置等の条件＞ 

① 常勤職員は、入所児童数に応じて国の職員配置基準5に基づいて配置すること。 

② 施設長及び主任保育士は専任で、社会福祉士、社会福祉主事又は保育士の資格を有し、幹

部職員としての能力と経験を有していること。 

③ 市の保育士配置基準により算出された必要保育士は、保育士の資格を有し、そのうち３分

の１の保育士は、未就学児の保育経験年数6が６年以上の者であること。 

④ 当初配置の保育士については、特別の事情がない限り移管初年度は変更しないこと。 

⑤ 対象施設に勤務している非常勤職員等が、対象施設へ継続的に就労を希望している場合は、

積極的に雇用するよう努めること。 

（５）事業者の選定方法 

事業者の選定にあたっては、市は「事業者選定委員会」を設置し、移管する事業者を当該委

員会において選定します。「事業者選定委員会」の委員については、学識経験者、保育現場経

験者を含む市職員等により構成することとします。 

                                                      
4 「自園調理方式」とは、当該社会福祉法人の職員（調理師）によって調理が行われることを想定するものです。 

5 「国の職員配置基準」は、子どもと職員の割合が、0 歳児 3 対 1、1 歳児 6 対 1（加算措置があるため、市内保育園

では 5 対 1 で運用）、2 歳児 6 対 1、3 歳児 20 対 1、4 歳児及び 5 歳児 30 対 1 が基準となっています。 

6「未就学児の保育経験年数」とは、保育園、幼稚園、認定こども園、乳児院、児童養護施設における保育経験を指し

ます。 
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民営化対象保育園の保護者については、「オブザーバー委員7」として参加するほか、保護者

会が推薦する学識経験者を参画させることができることとします。また、「事業者選定委員会」

において保護者からの意見を伺う機会を設けます。 

選定方法は「プロポーザル方式8」により実施します。その審査は、書類審査、実地調査、ヒ

アリングを基本に実施します。また、その審査過程については、国立市情報公開条例に基づき

原則公開とします。 

（６）事業者の選定基準 

事業者の選定にあたっては、以下の①から⑭までの点を重視します。 

① 児童福祉の理念・公共性・公益性を持った事業者であること。 

② 市が指定する条件に基づき、保育サービスを提供することができる事業者であること。 

③ 市立保育園の保育水準を満たすとともに、事業者の理念、特色を活かした工夫、改善によ

り、保育の質の維持・向上に取り組むことができる事業者であること。 

④ 保育の方針や内容が子ども本来の発達や育ちを重視し、子どもを中心とした良好な保育を

行うこと。 

⑤ 保育に対する高い専門知識や豊富な経験、意欲ある職員が確保されること。 

⑥ 市立保育園と同水準の職員配置9ができること。 

⑦ 資金計画や事業運営において健全性や透明性を確保していること。 

                                                      
7 「オブザーバー委員」とは、応募事業者の採点作業は行いませんが、事業者選定委員会のメンバーとして委員会に出

席し、事業者の選定にあたっての重視すべき点や留意すべき点などについて意見を述べることができる委員です。 

 保護者の参画方法については、国立市保育審議会での審議経過として、保護者代表として参加した場合に、全ての

保護者の意見を代弁する役割は負担が大きく、委員となった保護者の結果に対する責任が重過ぎるとの考えから、オ

ブザーバー委員として参画することとなりました。 

8 「プロポーザル方式」とは、その性質または目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合に行われる

事業者決定方法の１つです。一定の条件を満たす者を公募または指名の方法により、実施体制、専門性、企画力、技

術力、実績、創造性等を勘案し、価格の妥当性を含めた総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、当

該業務に係る提案書の提出を受け、当該業務の履行に最も適した相手方となる候補者を決定する方式をいいます。 

9「市立保育園と同水準の職員配置」については、民営化対象保育園の事業者選定の前年度における職員配置状況を参

考基準とします。この職員配置状況は、民営化対象保育園の入所児童数と実際に配置されている職員数（しょうがい

児加配職員は個別対応となるため、これらの特殊要因は除きます。）をもとに、職員 1 人あたり児童数を算出します。

算出された参考基準は事業者の公募の際に資料として提示します。 
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⑧ 特殊な教育方針、反社会的な信条を持たないこと。 

⑨ 民営化する保育園であることを十分に認識し、保育士の入れ替わりなど環境変化に対する

子どもの負担を最小限にするように努めるとともに、保護者に対して柔軟で適切な対応が

できること。 

⑩ 当該保育園に子どもが通園している家庭のみならず、地域の未就学児を持つ子育て家庭全

体の保護者支援10に積極的であること。 

⑪ 事業者が現に保育園を運営している地域において、地域貢献や実績があること。 

⑫ 事業者が現に保育を行っている保育園において、職員の人材育成が積極的に行われており、

職員の意見が考慮された園の運営が行われていること。 

⑬ 保護者・事業者・市の三者により構成される「三者協議会」に誠実に参加し、保護者・市

と協力しながら、より良い保育を目指す姿勢があること。 

⑭ 健康、安全面に対する管理体制が十分にとれていること。 

（７）事業者の決定と公表 

「事業者選定委員会」における移管事業者の選定結果を受け、市長が最終的に事業者を決定

します。 

（８）移管のスケジュール 

   新たな運営主体となる社会福祉法人への移管にあたっては、下記の民営化移行のプロセスを

基本として、子どもの環境の変化に配慮しながら進めます。 

 

 

 

 

 

                                                      
10 「保護者支援」は、厚生労働大臣が定める保育所保育指針の第６章に定められており、保育所に入所している子ど

もの保護者に対する支援、地域における子育て支援について示されています。 
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＜民営化移行のプロセス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．引継ぎ 

（１）保育内容の継承 

市立保育園の民営化にあたっては、民営化する市立保育園の一定の保育内容を継承していき

ます。また、三者協議会等において、保護者と十分に意見交換する中で、出された意見につい

ては、行事等に反映します。 

（２）三者協議の実施 

保護者・事業者・市の三者で構成される三者協議会を設置し、具体的な引継ぎ内容等を協議

します。三者協議会の構成メンバーは、保護者、市（担当課、当該園の園長等の保育士）、事

業者（理事長、保育士）を基本とします。 

三者協議会の開催は、移管前は積極的に実施することとし、移管後も課題の確認など定期的

な開催が必要であることから、移管後は三者協議会を最低年４回、継続的に開催することとし

ます。 

対象園の決定・発表

保護者説明会の開催

事業者の公募

事業者の選定

三者協議の実施

移行計画策定

合同保育の開始

法人による保育サービスの開始
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（３）合同保育の実施 

市立保育園の民営化による子どもたちへの影響を最小限に抑えるため、現在の保育士と新た

な事業者の保育士が合同で保育を行う期間（合同保育期間）を設定します。合同保育期間につ

いては、三者協議会において協議し、市において最終的に決定します。 

合同保育には、移管後の担任予定の保育士及び三者協議会が指定する職員11を配置し、個々

の子どもの様子を把握する中で、きめ細かく対応しながら引継ぎを行うことにより、新たな事

業者による保育園運営へのスムーズな移管を行います。なお、移管前の合同保育に係る費用に

ついては、市が負担するものとします。 

また、移管後の合同保育については、新たな事業者に移管された認可保育園に、市の保育士

を派遣する方法により実施します。 

（４）市による支援及び進行管理 

市は、引継ぎがガイドラインに則って計画的に実施されているかの進行管理について責任を

もって取り組みます。その中で、引継ぎに関する問題が発生した場合には、市が積極的に調整

に入り、必要な指導を行い、改善を図ります。 

 

７．民営化後の取組 

（１）評価と公表 

民営化後の評価として、福祉サービス第三者評価12の受審を義務付けることとし、その評価

結果については、広く公開していきます。また、評価結果を三者協議会等にフィードバックし、

必要な改善を行っていきます。 

                                                      
11 「担任予定の保育士及び三者協議会が指定する職員」について、合同保育期間中、担任予定の保育士は、常に該当

クラスに配置されることを基本とします。その他の三者協議会が指定する職員（施設長・栄養士・調理師・看護師等）

は、移管前の保育の様子を見る機会を設けるなかで必要な事項を引き継いでいきます。 

12「福祉サービス第三者評価」とは、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利

用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の

福祉の実現を目指すものです。 

 東京都においては、東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関と福祉サービス事業者の契約に基づき評

価が実施されています。評価機関は、施設や事業所のすべての職員や利用者を対象としたアンケート調査を行った上

で、実際に施設を訪れ、サービスの現場や職員へのヒアリングを通して、サービス内容や組織運営について総合的に

分析し、評価を行います。結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表されます。 
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（２）市の確認・点検・支援 

市は、園の運営や保育内容について、定期的に確認13を行うとともに、必要に応じて指導及

び監督を行います。また、保育園民営化後の保育の状況等を把握するため、保育園民営化に関

する保護者アンケートを実施し、結果を公表します。 

福祉サービス第三者評価の結果、保護者アンケートの結果、三者協議会において出された意

見及び市に直接寄せられた意見については、市において点検し、改善の必要がある場合には、

市が責任を持って対応します。 

また、市による支援として、保育園職員に対する研修など市全体の保育力向上のための人材

育成に積極的に取り組みます。 

 

８．転園希望 

市立保育園民営化に伴い、他の市内認可保育園への転園を希望する場合には、優先措置を取

ります。ただし、転園申請を提出した場合においても、転園希望先の認可保育園に募集枠がな

い場合など、必ずしも転園が保証されるものではありません。また、転園の優先措置は 1 度の

みの対応とします。  

                                                      
13 「定期的に確認」とは、当ガイドラインの募集条件及び選定過程において事業者が履行を約束した事項を遵守して

いるかの確認を含みます。 
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諮問事項（４）その他公立保育園の民営化に必要な事項について  

 

１． 市立保育園民営化の効果検証について 

平成 28 年 5 月に当審議会から、公立保育園の民営化についての基本的な考え方及び方法に

ついての答申をいたしました。 

その答申において、「市は保育行政の課題や新たな市民ニーズに対応していくためにも、公

立保育園の民営化によって生み出される人的資源と財的資源を最大限活用し、子育て環境の更

なる充実を図っていかなければならない。財政的な効果については、例えば、児童一人当たり

の児童福祉費の推移などの客観的な数値を用いて、子育て環境の更なる充実にどの程度活用さ

れているかの検証を行うことが強く求められる。」と、民営化後の人的・財的効果の検証を求

めています。 

また、「まず公立保育園１園を保育園の運営実績がある社会福祉法人に移管することが最良

な方法である。また、（中略）公立保育園に先導的機能を持たせるため、１園は公立としての

意義を果たしていく必要がある。残りの 2 園については、1 園目の社会福祉法人への移管の効

果を検証し、公立保育園の民営化の評価を行った上で、（中略）順次民営化を進めることとす

る。」とし、2 園目の民営化は、1 園目の民営化の効果検証を行うことを前提に進めることと

しています。 

このことから、「国立市立保育園民営化ガイドライン」は、最初の１園の民営化に対しての

み適用するものとし、2 園目以降の民営化については、必ず人的・財的効果の検証を十分に行

い、民営化の評価を行ったうえで進めることを改めて提言します。 
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 資料１ 諮問書（公印なし） 
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資料３ 国立市保育審議会委員名簿 

資料４ 国立市保育審議会の審議経過  
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国 子 児 発 第 4 2 8 号 

                         平成２７年１２月１８日 

 

 国立市保育審議会会長  様  

 

                             国立市長 佐 藤  一 夫    

 

 

諮 問 書 

 

 

 国立市保育審議会条例第２条の規定により、下記の件について、貴会のご意見を伺いたく諮問いたします。 

 

記 

 

１．諮問事項 

（１）公立保育園の民営化についての基本的な考え方 

（２）公立保育園の民営化の方法について 

（３）公立保育園民営化ガイドラインの作成について 

（４）その他公立保育園の民営化に必要な事項について 

 

２．諮問理由 

国立市では、超少子高齢化・人口減少社会を背景に、将来の社会基盤を支える子どもを、従来にも増して

“子は国立市の宝”と捉え、子どもの利益を最大限に尊重することとしております。そのためにも、子ども

の健やかな育成と女性の社会参画への積極的な支援及び総合的な子育て支援の更なる取り組みを進め、“国

立で育ち国立で子育てをしたいと思える街”を目指します。 

資料１ 
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現在、核家族化や共働き家庭の増加、就労形態の多様化が進み、これに伴い、質の高い幼児期の学校教育・

保育の提供、多様な子育て支援の充実、保育所の待機児童の解消などの子育て支援へのニーズが一段と増加

しております。なかでも待機児童の解消に向けて保育の受け皿の拡充は、国立市にとっても喫緊の重要課題

として挙げられております。 

平成２２年３月の国立市保育審議会の答申では、子どもの豊かな育ちのために、子どもの最善の利益を優

先的に考えるという点においては、幼稚園、保育園、公立、私立という立場での差はないとするなか、これ

までに公立保育園や私立保育園が果たしてきた一定の役割が確認され、市内全体の保育サービス提供におけ

る保育水準が担保されていることが示されております。 

また、平成２５年８月に国立市財政改革審議会の答申が示され、その中で財政的見地からの保育園民営化

の必要性がまとめられました。市はこの答申を真摯に受け止め、平成２６年２月に「財政健全化の取り組み

方針・実施細目」を策定し、この具体的な目標スケジュールに基づき保育園民営化の検討を進めることとし

ております。 

国立市は、今後、待機児解消や必要とされる保育サービスの更なる充実と提供を進めるため、限られた財

源のなかにおいて、公が提供しているサービスの役割を見直しながら、民が提供できるものは民に移行し、

そこから生まれる効果を最大限に活用することで持続可能なサービスを提供する必要があります。 

ついては、地域の子育て支援を充実させるために、民間活力を取り入れた保育環境を構築することとし、

公が果たすべき役割を明確にした上で、「公立保育園民営化」に向けて基本的な考え方や方法、ガイドライ

ンの作成の検討を行い、最終的な方針をまとめるため貴審議会に諮問するものです。  
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国立市保育審議会設置条例 

 

（設置） 

第１条 国立市における保育行政の適正かつ円滑な運営を図るため、国立市保育審議会（以下「審議会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、保育に関する事項について調査・審議し、その結果を答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。 

(１) 学識経験者  ２人以内 

(２) 児童委員  １人 

(３) 保育園及び幼稚園の保護者  ３人以内 

(４) 保育園及び幼稚園の施設長  ３人以内 

(５) 公募により選出された市民  １人 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長が決するところによる。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱の日から最終答申を市長に提出した日までとする。 

（庶務） 

第７条 審議会に関する庶務は、子ども家庭部児童青少年課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。 

  

資料２ 
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国立市保育審議会委員名簿 

 

区分 人数 氏名（敬称略） 団体または役職名 備考 

学
識
経
験
を
有
す
る
者 

２人 

新開 よしみ 
東京家政学院大学現代生活学部 

児童学科教授 
 

竹内 幹 
一橋大学 

大学院経済学研究科准教授 
 

児
童
委
員 

１人 近藤 佳子 
国立市民生委員・児童委員協議会 

子育て支援部会 部長 
 

保
育
園
・
幼
稚
園
の
保
護
者 

３人 

和田 美佳 国立市私立幼稚園 PTA 連合会代表  

川田 あゆみ 公立４園保護者会代表  

北島 健太郎 
国立市私立保育園保護者連絡会代

表 
 

保
育
園
・
幼
稚
園
の
施
設
長 

３人 

福島 美智子 国立市私立保育園園長会代表  

川上 冴子 国立市私立幼稚園協会代表  

江良 志津子 公立保育園園長会代表  

公
募
選
出 

１人 大瀧 みどり 市民委員  

資料３ 
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国立市保育審議会の審議経過 

回 日時・場所 議題 

第 9 回 

平成 28 年 7 月 12 日（火） 

19 時～21 時 

国立市役所 3 階第 3・4 会議室 

1 公立保育園民営化ガイドラインの作成

について  

2 その他 

第 10 回 

平成 28 年 8 月 2 日（火） 

19 時～21 時 

国立市役所 3 階第 3・4 会議室 

1 公立保育園民営化ガイドラインの作成

について 

2 その他 

第 11 回 

平成 28 年 10 月 11 日（火） 

19 時～21 時 

国立市役所 3 階第 1・2 会議室 

1 公立保育園民営化ガイドラインの作成

について 

2 その他 

第 12 回 

平成 28 年 11 月 1 日（火） 

19 時～21 時 

国立市役所 3 階第 1・2 会議室 

1 公立保育園民営化ガイドラインの作成

について 

2 その他 

 

 

資料４ 


